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大
阪
事
件
の
裁
判
と
児
島
惟
謙

手

塚

豊

一二三四

は
し
が
き

爆
発
物
取
締
罰
則
と
大
阪
事
件

大
阪
重
罪
裁
判
所
判
決
と
児
島
惟
謙

む
す
び一

　
は
　
し
　
が

き

　
明
治
十
八
年
五
月
、
大
井
憲
太
郎
、
小
林
樟
雄
、
新
井
章
吾
、
磯
山
清
兵
衛
等
、
自
由
党
の
有
志
が
、
朝
鮮
の
完
全
な
る
独
立
を
期
し
、
親
日

派
の
独
立
党
を
た
す
け
、
清
国
の
後
援
を
う
け
て
い
る
事
大
党
の
政
府
要
人
を
朴
す
陰
謀
を
企
て
、
多
く
の
同
志
を
あ
っ
め
る
と
と
も
に
資
金
を

準
備
し
、
爆
弾
の
材
料
、
武
器
を
調
達
、
一
部
先
遣
隊
は
長
崎
に
集
結
、
渡
鮮
の
機
会
を
ま
つ
裡
、
同
年
十
一
月
、
事
が
露
顕
し
、
長
崎
、
大
阪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
（
2
）

そ
の
他
各
地
で
百
数
十
名
の
同
志
が
逮
捕
さ
れ
た
事
件
を
、
世
に
大
阪
事
件
と
い
う
。
こ
の
事
件
の
第
一
審
裁
判
は
、
大
阪
控
訴
院
で
開
か
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

大
阪
臨
時
重
罪
裁
判
所
で
行
わ
れ
た
が
、
時
の
大
阪
控
訴
院
長
は
、
児
島
惟
謙
で
あ
つ
た
。

　
　
　
大
阪
事
件
の
裁
判
と
児
島
惟
謙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
　
　
（
一
七
五
）



　
　
　
大
阪
事
件
の
裁
判
と
児
島
惟
謙

大
正
十
五
年
に
「
護
法
の
神
児
島
惟
謙
」
を
書
か
れ
た
沼
波
項
音
氏
は
、

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
お
ら
れ
る
。

同
書
の
中
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
　
　
（
一
七
六
）

大
阪
事
件
の
第
一
審
裁
判
と
児
島
院
長
と
の
関
係
に

　
馬
城
（
大
井
憲
太
郎
ー
手
塚
註
）
の
如
き
は
仏
蘭
西
革
命
の
革
命
党
を
崇
敬
す
る
も
の
で
、
彼
に
は
マ
ラ
ー
の
如
き
狂
暴
の
血
脈
が
通
つ
て
居
た
。
此
等
の
自
由

の
子
が
、
藩
閥
の
力
に
よ
り
て
日
本
を
劃
一
的
統
制
に
導
か
ん
と
す
る
宣
伝
政
治
家
の
眼
に
悪
魔
の
如
く
映
じ
た
事
は
元
よ
り
論
が
な
い
．
故
に
政
府
で
は
折
あ

ら
ば
此
等
の
志
士
を
捕
へ
て
平
和
の
祭
壇
に
犠
牲
と
な
さ
ん
事
を
欲
し
て
居
た
の
で
あ
る
が
、
時
な
る
哉
、
朝
鮮
に
対
す
る
彼
等
の
陰
謀
は
暴
露
し
た
．
而
し
て

此
陰
謀
に
使
用
せ
ん
と
し
た
る
爆
弾
用
の
薬
品
、
器
具
ま
で
警
察
の
発
見
す
る
処
と
な
つ
た
．
此
に
於
て
か
第
一
次
の
伊
藤
内
閣
は
新
に
爆
発
物
取
締
規
則
な
る

も
の
を
作
つ
て
、
筍
も
其
物
体
が
爆
発
物
で
あ
る
か
ぎ
り
、
窃
か
に
之
を
製
造
し
使
用
せ
ん
と
す
る
者
は
死
刑
に
処
す
る
の
刑
罰
を
発
布
し
た
。
此
規
則
は
無
論

後
年
改
正
せ
ら
れ
た
が
、
然
し
此
規
則
を
発
布
し
た
所
以
の
真
意
は
大
井
新
井
の
徒
を
死
刑
に
処
し
、
且
つ
永
久
、
日
本
に
爆
弾
の
危
険
な
か
ら
し
め
む
と
し
た

の
で
あ
る
。
只
此
に
注
意
す
べ
き
点
は
、
大
井
等
の
犯
行
は
、
此
規
則
発
布
以
前
の
も
の
に
か
x
る
と
言
ふ
一
事
で
あ
る
．
法
に
遡
及
力
な
し
、
此
原
則
は
ボ
ア

ソ
ナ
ー
ド
立
法
以
前
か
ら
、
筍
も
成
文
法
の
制
定
せ
ら
る
x
限
り
、
法
其
者
の
規
範
力
が
強
制
的
で
あ
る
自
然
性
か
ら
流
れ
出
づ
る
先
天
的
約
束
で
、
旧
々
刑
法

は
此
原
則
を
殊
更
に
明
文
に
記
載
し
て
あ
つ
た
位
で
あ
る
．
今
や
伊
藤
内
閣
は
大
井
等
を
憎
む
の
余
り
、
新
に
規
則
を
制
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
此
遡
及
力
に
は

気
附
か
な
か
つ
た
．
否
、
裁
判
官
は
新
政
府
の
威
力
に
畏
揮
し
て
、
当
然
、
大
井
等
を
死
刑
に
処
す
可
し
と
考
へ
た
の
で
あ
る
．
果
然
、
大
阪
軽
罪
裁
判
所
検
事

の
意
見
は
政
府
の
期
待
し
た
通
り
で
あ
つ
た
が
、
重
罪
裁
判
所
に
移
管
さ
る
玉
に
及
び
て
其
所
轄
に
属
す
る
重
罪
裁
判
所
に
於
て
惟
謙
は
頑
と
し
て
法
に
遡
及
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ま
レ

な
し
の
原
則
を
固
持
し
た
。
而
し
て
新
に
制
定
さ
れ
た
規
則
は
適
用
せ
ら
れ
ず
に
、
其
以
前
の
爆
発
物
取
締
規
則
及
び
罪
人
陰
恩
罪
に
よ
り
て
所
罰
せ
ら
る
」
事

と
な
り
、
不
時
の
立
法
に
よ
り
て
、
不
時
に
国
民
に
新
な
る
迫
害
を
加
ふ
る
能
は
ざ
る
実
例
は
此
に
確
立
し
た
．
是
れ
惟
謙
が
大
阪
控
訴
院
長
と
し
て
、
大
阪
の

法
権
を
統
率
し
つ
x
、
衆
に
先
ん
じ
て
此
原
則
を
法
官
に
徹
底
せ
し
め
た
か
ら
で
、
之
が
為
め
に
官
僚
の
憎
悪
を
受
け
た
が
、
法
の
擁
護
は
之
に
由
り
て
全
う
せ

　
　
　
　
　
（
4
）

ら
れ
た
の
で
あ
る

ま
た
、
別
の
個
所
で
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
大
井
等
就
縛
の
報
は
伊
藤
内
閣
に
取
り
て
は
勿
怪
の
幸
で
あ
る
と
な
し
た
。
…
…
斯
く
し
て
爆
発
物
取
締
罰
則
の
急
造
と
な
り
、
未
遂
と
既
遂
と
を
問
は
ず
之

を
死
刑
に
処
す
べ
き
法
規
を
造
つ
た
の
で
あ
る
が
、
如
何
せ
ん
、
其
は
大
井
等
犯
行
あ
り
し
後
の
立
法
で
あ
る
か
ら
、
其
が
当
然
、
不
遡
及
性
に
よ
り
て
適
用
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
ま
レ

に
あ
る
の
は
当
然
の
事
で
あ
る
。
本
件
は
大
阪
軽
罪
裁
判
所
で
取
調
を
受
け
、
軽
罪
裁
判
所
検
事
は
所
規
適
用
を
以
て
之
を
論
じ
た
が
、
裁
判
所
は
之
れ
無
罪
に



　
し
て
本
裁
判
所
の
取
扱
ふ
限
に
あ
ら
ず
と
し
て
大
阪
重
罪
裁
判
所
に
移
管
し
た
。
同
裁
判
所
は
新
罰
則
を
適
用
す
る
事
な
し
に
、
同
規
定
に
由
る
爆
発
物
の
取
締

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

規
則
と
隠
匿
罪
と
に
よ
り
て
判
決
し
た
が
、
其
は
無
論
惟
謙
の
法
律
不
遡
及
原
則
擁
護
の
力
で
あ
つ
た
。

　
こ
の
説
明
に
は
、
残
念
な
が
ら
多
く
の
誤
り
が
あ
る
が
、
そ
の
指
摘
は
後
述
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、
こ
の
沼
波
説
の
論
旨
を
ま
と
め
て
い
え
ば
、

「
自
由
党
に
対
す
る
弾
圧
を
ね
ら
つ
て
い
た
伊
藤
内
閣
は
、
大
阪
事
件
を
契
機
に
爆
発
物
取
締
罰
則
を
重
く
改
正
し
、
大
阪
事
件
に
そ
れ
を
適
用
し

よ
う
と
し
た
が
、
児
島
院
長
は
法
律
不
遡
及
の
原
則
を
楯
に
し
て
、
そ
う
し
た
政
府
の
不
合
理
な
介
入
を
排
除
し
た
」
と
、
要
約
す
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
論
旨
は
、
戦
前
戦
後
の
児
島
惟
謙
ま
た
は
大
阪
事
件
関
係
の
著
書
、
論
文
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
ま
ず
、
昭
和
十
四
年
に
「
児
島
惟
謙
伝
」
を
書
か
れ
た
原
田
光
三
郎
氏
は
、
同
書
に
お
い
て
沼
波
説
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
継
受
さ
れ
、
同
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
増
補
版
で
あ
る
「
護
法
の
巨
人
児
島
惟
謙
と
其
時
代
」
、
ま
た
戦
後
に
出
版
さ
れ
た
決
定
版
「
児
島
惟
謙
伝
」
に
お
い
て
も
、
そ
の
説
明
は
全
く

変
っ
て
い
な
い
。
同
書
増
補
版
発
行
の
折
、
法
政
大
学
新
聞
に
紹
介
の
一
文
を
書
か
れ
た
細
川
亀
市
教
授
も
、
沼
波
説
を
そ
の
ま
ま
墨
守
さ
れ
て

　
（
9
）

い
る
。
昭
和
十
四
年
に
出
版
さ
れ
、
戦
前
に
お
け
る
大
津
事
件
研
究
の
決
定
版
と
も
い
う
べ
き
安
斎
保
判
事
の
「
大
津
事
件
に
就
て
」
の
中
に
は
、

松
山
地
方
裁
判
所
検
事
正
山
口
竜
作
氏
の
「
児
島
惟
謙
功
績
等
二
関
ス
ル
調
査
書
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
児
島
の
大
阪
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

件
に
対
す
る
「
功
績
」
は
、
沼
波
説
を
そ
の
ま
ま
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
改
造
文
庫
と
し
て
覆
刻
出
版
さ
れ
た
大
阪
事
件
関
係
者
福
田
英
子
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

「
妾
の
半
生
涯
」
に
附
さ
れ
た
住
谷
悦
治
氏
の
解
題
も
、
ま
た
同
様
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
最
近
に
お
い
て
も
、
田
畑
忍
博
士
は
「
明
治
的
裁
判
官
の
法
思
想
ー
児
島
惟
謙
の
場
合
1
」
に
お
い
て
、
沼
波
説
を
そ
の
ま
ま
受
け
つ
が

れ
、
ま
た
人
物
叢
書
「
児
島
惟
謙
」
に
お
い
て
も
「
大
阪
事
件
は
、
児
島
惟
謙
が
不
当
の
行
政
権
力
に
迎
合
せ
ず
、
こ
れ
に
反
掻
し
て
『
法
律
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

遡
及
の
原
則
』
を
携
げ
て
こ
れ
を
貫
き
…
…
内
閣
の
権
力
的
暴
挙
を
一
蹴
し
た
事
件
と
し
て
特
筆
に
価
す
る
も
の
」
と
し
て
お
ら
れ
る
。
「
日
本
政

治
裁
判
史
録
」
に
大
津
事
件
を
執
筆
さ
れ
た
田
中
時
彦
氏
も
、
原
田
氏
の
児
島
伝
に
よ
り
、
大
阪
事
件
に
際
し
、
児
島
は
「
大
阪
控
訴
院
長
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

て
、
法
律
不
遡
及
の
原
則
を
固
守
し
、
伊
藤
内
閣
が
意
図
す
る
『
爆
発
物
取
締
罰
則
』
の
新
法
適
用
を
認
め
な
か
つ
た
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
さ

　
　
　
大
阪
事
件
の
裁
判
と
児
島
惟
謙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
　
　
（
一
七
七
）



　
　
　
　
大
阪
事
件
の
裁
判
と
児
島
惟
謙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
　
　
（
一
七
八
V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

ら
に
、
岩
波
文
庫
版
の
福
田
英
子
「
妾
の
半
生
涯
」
に
附
さ
れ
た
統
屋
寿
雄
氏
の
解
題
、
緒
方
真
澄
氏
の
「
児
島
惟
謙
の
法
思
想
と
司
法
権
の
独

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

立
－
大
津
事
件
を
中
心
と
し
て
ー
」
な
ど
も
、
大
阪
事
件
に
お
け
る
児
島
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
沼
波
説
（
原
田
説
）
を
そ
の
ま
ま

う
け
つ
い
で
お
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
み
る
と
、
前
述
の
沼
波
説
は
．
大
阪
事
件
と
児
島
惟
謙
と
の
関
係
に
つ
い
て
一
種
の
「
通
説
」
と
な
つ
て
い
る
と
考
え

て
よ
か
ろ
う
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
「
通
説
」
の
誤
り
を
指
摘
し
、
大
阪
事
件
裁
判
に
対
す
る
児
島
の
行
動
を
、
全
く
別
の
角
度
か
ら
評
価
、
考

察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
資
料
の
蒐
集
い
ま
だ
不
十
分
の
一
試
論
に
過
ぎ
な
い
が
、
大
方
の
御
叱
正
が
得
ら
れ
れ
ば
幸
で
あ
る
。

（
1
）
　
大
阪
事
件
に
関
す
る
文
献
に
は
、
関
戸
覚
蔵
「
東
陸
民
権
史
」
・
明
治
三
十
六
年
・
四
一
八
頁
以
下
、
斎
藤
熊
蔵
「
日
本
政
党
発
達
史
」
・
大
正
六
年
・
コ
日
三
頁
以
下
、
本
多

定
喜
「
小
久
保
城
南
」
・
昭
和
四
年
・
二
七
頁
以
下
、
石
川
諒
一
．
玉
水
常
治
「
自
由
党
大
阪
事
件
」
・
昭
和
八
年
・
三
三
頁
以
下
．
「
東
亜
先
覚
志
士
紀
伝
」
上
巻
・
昭
和
八
年
・
九

　
二
頁
以
下
。
玉
水
常
治
「
自
由
か
死
か
」
・
昭
和
十
一
年
・
三
頁
以
下
、
「
大
阪
弁
護
士
史
稿
」
下
巻
・
昭
和
十
二
年
・
二
七
〇
頁
以
下
。
福
田
英
子
「
妾
の
半
生
涯
」
（
改
造
文
庫

版
・
昭
和
十
二
年
・
一
八
五
頁
以
下
、
岩
波
文
庫
本
・
昭
和
三
十
三
年
・
剛
〇
六
頁
以
下
、
平
野
義
太
郎
「
馬
城
大
井
憲
太
郎
伝
」
・
昭
和
十
三
年
・
八
三
頁
以
下
、
鈴
木
清
節
「
三
河

憲
政
史
料
」
・
昭
和
十
六
年
・
一
五
〇
頁
以
下
、
「
自
由
党
史
」
下
巻
（
岩
波
文
庫
版
）
・
昭
和
三
十
三
年
・
一
二
四
頁
以
下
、
小
泉
輝
三
朗
「
明
治
の
犯
科
帳
」
・
昭
和
四
二
年
・
噂

○
八
頁
以
下
、
色
川
大
吉
「
村
野
常
右
工
門
伝
」
・
昭
和
四
十
四
年
・
四
九
頁
以
下
、
「
大
阪
府
警
察
史
」
第
一
巻
・
昭
和
四
五
年
・
四
三
〇
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。
大
阪
事
件
の
裁

判
の
み
を
主
た
る
研
究
対
象
に
し
た
も
の
に
、
大
島
美
津
子
「
大
阪
事
件
ー
民
権
派
の
「
朝
鮮
改
革
」
計
画
ー
」
・
「
日
本
政
治
裁
判
史
録
・
明
治
・
後
」
・
昭
和
四
十
四
年
・
九
二
頁

以
下
が
あ
る
。

（
2
）
事
件
後
、
二
十
五
年
を
経
た
明
治
四
十
五
年
に
至
り
、
大
井
憲
太
郎
は
「
朝
鮮
事
件
な
ん
て
今
更
聞
か
れ
て
は
困
り
ま
す
な
あ
、
今
か
ら
白
状
す
る
と
朝
鮮
其
者
は
吾
々
の
目

的
で
は
無
か
つ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
朝
鮮
と
の
事
端
を
滋
く
し
て
我
政
府
を
困
し
め
て
や
る
と
い
ふ
一
つ
の
手
段
に
外
な
か
つ
た
の
で
す
」
と
語
つ
て
い
る
（
人
の
今
昔
・
其
三
・

大
井
憲
太
郎
・
明
治
四
十
五
年
六
月
三
日
・
時
事
新
報
）
。

（
3
）
　
児
島
は
、
明
治
十
六
年
十
月
二
十
九
日
、
長
崎
控
訴
裁
判
所
長
か
ら
転
じ
て
．
大
阪
控
訴
裁
判
所
長
に
就
任
、
十
九
年
五
月
四
日
、
あ
ら
た
に
裁
判
所
官
制
（
勅
令
第
四
〇
号
）

制
定
せ
ら
れ
、
控
訴
裁
判
所
が
控
訴
院
に
改
組
せ
ら
る
る
や
、
同
月
十
日
附
で
引
き
つ
づ
き
大
阪
控
訴
院
長
（
勅
任
二
等
）
に
就
任
し
た
（
「
司
法
沿
革
誌
」
・
昭
和
十
四
年
・
九
九
頁

以
下
、
児
島
惟
謙
官
歴
・
安
斎
保
「
大
津
事
件
に
就
て
」
・
思
想
研
究
資
料
特
輯
第
六
五
号
・
昭
和
十
四
年
司
法
省
刑
事
局
刊
・
八
四
三
頁
）
。

（
4
）
　
沼
波
項
音
「
護
法
の
神
児
島
惟
謙
」
・
大
正
十
五
年
・
二
四
八
頁
－
二
五
〇
頁
。

（
5
）
　
沼
波
・
前
掲
書
二
一
五
四
頁
。

（
6
）
　
原
田
光
三
郎
「
児
島
惟
謙
伝
」
・
昭
和
十
四
年
・
五
四
頁
－
五
六
頁
。
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原
田
光
三
郎
「
護
法
の
巨
人
児
島
惟
謙
と
其
時
代
」
・
昭
和
十
五
年
・
一
四
〇
頁
－
顔
四
二
頁
．

原
田
光
三
郎
「
児
島
惟
謙
伝
」
（
全
訂
決
定
版
）
・
昭
和
三
十
六
年
・
四
五
頁
－
四
六
頁
。

細
川
亀
市
「
原
田
光
三
郎
氏
著
『
護
法
の
巨
人
児
島
惟
謙
と
其
時
代
』
」
（
書
評
）
・
法
政
大
学
新
聞
・
昭
和
十
五
年
十
月
五
日
。

安
斎
・
前
掲
書
・
八
七
一
頁
、
八
七
八
頁
。

住
谷
悦
治
解
題
・
前
掲
妾
の
半
生
涯
（
改
造
文
庫
本
）
・
二
〇
五
頁
。

田
畑
忍
「
明
治
的
裁
判
官
の
法
思
想
－
児
島
惟
謙
の
場
合
f
」
・
同
志
社
法
学
第
七
六
号
・
昭
和
三
十
八
年
・
二
頁
。

田
畑
忍
「
児
島
惟
謙
」
（
人
物
叢
書
一
〇
七
）
昭
和
三
十
八
年
・
五
〇
頁
。

田
中
時
彦
「
大
津
事
件
」
・
前
掲
政
治
裁
判
史
録
・
一
六
五
頁
。

綜
屋
寿
雄
解
題
・
前
掲
妾
の
半
生
涯
（
岩
波
文
庫
本
）
・
二
〇
頁
。

緒
方
真
澄
「
児
島
惟
謙
の
法
思
想
と
司
法
権
の
独
立
ー
大
津
事
件
を
中
心
と
し
て
ー
」
・
香
川
大
学
経
済
論
叢
第
四
三
巻
五
号
・
昭
和
四
五
年
・
五
頁
。

二
　
爆
発
物
取
締
罰
則
と
大
阪
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
大
阪
事
件
発
覚
の
端
緒
は
、
大
阪
警
察
本
署
の
内
偵
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
が
、
明
治
十
八
年
十
一
月
二
十
三
日
か
ら
検
挙
が
開
始
さ
れ
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

阪
、
長
崎
そ
の
他
各
地
で
逮
捕
さ
れ
た
者
お
よ
び
自
首
し
た
者
、
す
べ
て
大
阪
に
集
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
翌
十
九
年
二
月
ま
で
警
察
の
取
調
が
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

わ
れ
、
そ
の
後
、
検
事
の
取
調
を
経
て
大
阪
軽
罪
裁
判
所
の
予
審
が
開
始
さ
れ
、
同
年
十
二
月
二
十
七
日
に
至
り
、
漸
く
予
審
が
終
結
し
た
。
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
》
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

係
者
が
多
か
つ
た
こ
と
と
て
、
予
審
は
数
名
の
判
事
が
分
担
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
判
事
田
丸
税
稔
、
判
事
補
浜
田
徳
太
郎
以
外
の
氏
名
は
確
認

で
き
な
い
。

　
予
審
の
結
果
、
免
訴
者
（
十
五
名
）
、
軍
法
会
議
へ
移
送
の
者
（
二
名
）
、
軽
罪
裁
判
所
の
公
判
に
附
せ
ら
れ
る
者
（
寺
島
正
節
ら
四
名
）
、
常
事
犯
（
強

盗
犯
）
と
し
て
大
阪
重
罪
裁
判
所
の
公
判
に
附
せ
ら
れ
る
者
（
舘
野
芳
之
助
ら
七
名
）
、
国
事
犯
（
外
患
罪
）
お
よ
び
常
事
犯
（
強
盗
罪
そ
の
他
）
事
件
と
し

て
大
阪
臨
時
重
罪
裁
判
所
の
公
判
に
附
せ
ら
れ
る
者
（
大
井
憲
太
郎
ら
五
十
八
名
）
に
分
類
さ
れ
、
常
事
犯
だ
け
の
重
罪
裁
判
も
、
臨
時
重
罪
裁
判
所

で
併
合
審
理
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
大
阪
事
件
の
裁
判
と
児
島
惟
謙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
　
　
　
（
一
七
九
）



　
　
　
大
阪
事
件
の
裁
判
と
児
島
惟
謙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
　
　
　
（
一
八
○
）

　
元
来
、
国
事
犯
（
外
患
罪
）
は
、
高
等
法
院
の
所
管
で
あ
る
が
（
治
罪
法
第
八
三
条
以
下
）
、
明
治
十
六
年
十
二
月
二
十
八
目
・
太
政
官
布
告
第
四
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

号
に
よ
り
普
通
裁
判
所
に
お
い
て
も
裁
判
を
な
し
う
る
措
置
が
採
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
大
阪
事
件
の
場
合
、
こ
の
布
告
に
も
と
づ
く
司
法
大
臣
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

訓
令
に
よ
り
大
阪
で
臨
時
重
罪
裁
判
所
を
開
き
審
理
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
大
井
ら
の
陰
謀
の
中
に
は
、
爆
弾
を
朝
鮮
に
お
い
て
使
用
す
る
た
め
、
そ
の
器
具
お
よ
び
材
料
の
準
備
を
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
つ
た
の
で
、

予
審
に
お
い
て
、
爆
発
物
取
締
罰
則
違
反
と
認
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
爆
発
物
取
締
罰
則
は
、
明
治
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
・
太
政
官
布
告
第

三
二
号
に
よ
り
制
定
、
施
行
さ
れ
た
刑
事
特
別
法
で
、
こ
れ
は
、
同
年
九
月
の
加
波
山
事
件
で
爆
弾
が
使
用
さ
れ
た
た
め
、
政
府
が
急
ぎ
制
定
し

　
　
　
　
　
（
8
）

た
法
令
で
あ
る
。
大
阪
事
件
と
の
関
連
条
文
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
条
　
治
安
ヲ
妨
ケ
又
ハ
人
ノ
身
体
財
産
ヲ
害
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
爆
発
物
ヲ
使
用
シ
タ
ル
者
及
人
ヲ
シ
テ
使
用
セ
シ
メ
タ
ル
者
ハ
死
刑
二
処
ス

第
三
条
第
一
条
ノ
目
的
ヲ
以
テ
爆
発
物
若
ク
ハ
其
使
用
二
供
ス
ヘ
キ
器
具
ヲ
製
造
輸
入
所
持
シ
又
ハ
注
文
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
重
懲
役
二
処
ス

第
五
条
第
一
条
二
記
載
シ
タ
ル
犯
罪
者
ノ
為
メ
情
ヲ
知
テ
爆
発
物
若
ク
ハ
其
使
用
二
供
ス
可
キ
器
具
ヲ
製
造
輸
入
販
売
譲
与
寄
蔵
シ
及
ヒ
其
約
束
ヲ
為
シ
タ
ル

　
者
ハ
重
懲
役
二
処
ス

第
十
条
　
本
則
二
記
載
シ
タ
ル
重
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
刑
法
第
八
十
条
第
八
十
一
条
（
未
成
年
者
二
対
す
る
宥
恕
規
定
ー
手
塚
註
）
ノ
例
ヲ
用
ヒ
ス
　
但
十
六

　
歳
未
満
ニ
シ
テ
是
非
ノ
弁
別
ナ
キ
者
ハ
刑
法
二
従
フ

第
十
二
条
本
則
二
記
載
シ
タ
ル
犯
罪
刑
法
二
照
シ
傍
ホ
重
キ
者
ハ
重
キ
ニ
従
テ
処
断
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
明
治
二
十
年
四
月
十
四
日
、
大
阪
控
訴
院
検
事
長
犬
塚
盛
魏
よ
り
重
罪
裁
判
所
長
井
上
操
宛
に
提
出
さ
れ
た
公
訴
状
に
よ
る
と
、
主
た
る
罪
名

は
刑
法
第
一
三
三
条
の
外
患
罪
で
あ
る
が
、
数
罪
倶
発
の
一
つ
と
し
て
爆
発
物
取
締
罰
則
違
反
に
問
わ
れ
た
者
は
、
大
井
憲
太
郎
ら
二
十
四
名

で
、
同
罰
則
第
三
条
も
し
く
は
第
五
条
違
反
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
公
訴
状
に
よ
る
と
、
爆
弾
器
具
の
製
造
の
中
心
人
物
は
田
代
季
吉
で
、
彼
●

は
「
磯
山
清
兵
衛
ノ
指
図
二
因
リ
明
治
十
八
年
七
月
三
十
一
日
福
島
県
民
小
田
秀
吉
ト
詐
称
シ
警
視
庁
へ
出
頭
ノ
上
鍛
冶
場
検
証
即
チ
鍛
冶
職
鑑

札
ヲ
申
付
ケ
公
然
工
場
ヲ
開
キ
爆
発
物
ノ
器
具
鉄
片
ガ
ラ
ス
罐
鉄
罐
ブ
リ
キ
罐
二
百
余
箇
ヲ
製
造
」
、
こ
れ
に
協
力
し
た
の
が
霜
島
幸
次
郎
と
田
崎



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

定
四
郎
で
あ
つ
た
と
い
う
。
ま
た
．
安
東
久
次
郎
は
「
爆
発
物
ノ
薬
物
即
チ
塩
酸
加
里
二
十
五
傍
金
硫
黄
十
傍
其
器
具
二
用
フ
ル
所
ノ
鉄
葉
罐
百

箇
」
を
小
林
、
新
井
に
売
却
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
大
阪
臨
時
重
罪
裁
判
所
の
公
判
は
、
二
十
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
開
始
さ
れ
た
が
、
そ
の
途
中
で
、
一
部
弁
護
人
あ
る
い
は
被
告
か
ら
、
爆
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

物
取
締
罰
則
は
「
不
備
な
る
老
な
れ
ば
、
外
国
に
在
て
の
犯
罪
を
も
此
内
に
て
罰
し
得
る
等
の
こ
と
は
、
万
之
れ
な
し
」
、
「
爆
発
物
は
内
地
の
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
！2
）

安
を
持
し
た
る
者
な
れ
ば
」
外
国
に
お
け
る
場
合
は
「
其
制
裁
を
受
く
る
者
に
非
ず
」
、
「
同
則
第
一
条
第
四
条
等
は
、
内
国
に
於
て
陰
謀
、
暴
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

し
た
る
時
の
こ
と
に
国
外
に
及
ぼ
す
べ
き
者
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
、
「
爆
発
物
罰
則
の
如
き
は
、
勿
卒
の
際
之
を
起
し
立
法
者
も
、
之
を
製
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

目
的
に
て
、
薬
品
を
所
持
す
る
こ
と
の
如
き
は
其
意
及
は
ざ
り
し
者
な
り
」
な
ど
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
た
が
、
そ
う
し
た
意
見
が
、
裁
判
官
の
心

証
に
か
な
り
の
影
響
を
あ
た
え
た
こ
と
は
、
裁
判
の
結
果
か
ら
容
易
に
推
察
で
き
る
。

　
公
判
は
前
後
九
十
六
回
に
亘
つ
て
開
か
れ
、
九
月
二
十
日
に
対
審
を
終
了
、
同
月
二
十
四
日
、
判
決
の
言
渡
が
行
わ
れ
た
。

　
判
決
に
よ
る
と
、
無
罪
放
免
者
は
小
久
保
喜
七
他
十
九
名
、
大
井
以
下
三
十
七
名
は
外
患
罪
あ
る
い
は
強
盗
罪
、
制
縛
罪
其
他
で
有
罪
と
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
1
5
）

主
刑
と
し
て
軽
禁
獄
六
年
以
下
重
禁
鋼
二
年
ま
で
の
刑
が
言
渡
さ
れ
た
。
同
年
九
月
二
十
八
日
・
大
阪
日
報
は
、
こ
の
言
渡
の
と
き
、
大
部
分
の

被
告
が
、
「
意
外
ノ
寛
典
」
に
お
ど
ろ
い
た
状
況
を
「
恰
も
死
者
の
蘇
生
せ
る
が
如
く
、
中
に
は
手
の
舞
ひ
足
の
踏
む
を
覚
え
ず
し
て
歓
喜
の
涙
を

催
せ
し
者
も
あ
り
云
々
」
と
報
じ
て
い
る
。

　
爆
発
物
取
締
罰
則
違
反
の
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
大
井
、
小
林
ら
十
一
名
は
、
証
拠
不
十
分
で
無
罪
、
磯
山
ら
十
三
名
に
つ
い
て
は
「
開
戦
ノ

際
使
用
ス
ル
ノ
目
的
二
出
タ
ル
ヲ
以
テ
該
罰
則
ヲ
適
用
ス
ル
ノ
限
リ
ニ
在
ラ
サ
ル
ニ
ョ
リ
無
罪
」
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
爆
発
物
取
締
罰
則
は
、

外
国
に
お
け
る
爆
弾
の
使
用
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
同
罰
則
の
目
的
が
、
日
本
国
内
の
治
安
維
持
に
あ
り

と
す
る
な
ら
ぽ
、
も
つ
と
も
妥
当
な
法
律
解
釈
で
あ
り
、
そ
の
後
二
十
余
年
を
経
た
大
正
四
年
二
月
二
日
、
当
時
の
大
審
院
も
「
爆
発
物
取
締
罰

則
ハ
帝
国
ノ
安
寧
秩
序
ヲ
維
持
シ
帝
国
臣
民
及
ヒ
帝
国
二
在
ル
外
国
人
ノ
身
体
財
産
ヲ
保
護
セ
ン
ト
ス
ル
ヲ
以
テ
立
法
ノ
旨
趣
ト
為
ス
」
と
判
示

　
　
　
大
阪
事
件
の
裁
判
と
児
島
惟
謙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
　
　
（
一
八
一
）



　
　
　
大
阪
事
件
の
裁
判
と
児
島
惟
謙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
　
　
　
（
一
八
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
16
）

し
、
中
華
民
国
の
革
命
に
使
用
す
る
た
め
爆
弾
を
準
備
し
た
事
件
に
、
同
罰
則
を
適
用
し
た
東
京
控
訴
院
の
判
決
を
破
殿
し
て
い
る
。
し
か
し
、

大
阪
軽
罪
裁
判
所
へ
送
ら
れ
た
大
阪
事
件
関
係
者
の
中
に
は
、
同
罰
則
違
反
の
判
決
を
う
け
た
者
も
あ
り
、
大
阪
重
罪
裁
判
所
の
見
解
が
、
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

ら
ず
し
も
一
般
的
で
な
か
つ
た
こ
と
を
物
語
つ
て
い
る
。

　
大
阪
重
罪
裁
判
所
の
第
一
審
判
決
と
、
爆
発
物
取
締
罰
則
と
の
関
連
は
、
以
上
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
前
掲
沼
波
説
が
述
べ
て
い
る
ご
と
く
、

伊
藤
内
閣
が
同
罰
則
の
改
正
法
を
作
り
、
そ
れ
を
適
用
し
よ
う
と
し
た
事
実
は
存
在
せ
ず
、
し
た
が
つ
て
「
法
律
不
遡
及
の
原
則
云
々
」
の
事
件

は
、
全
く
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
検
事
の
公
訴
状
で
は
爆
発
物
取
締
罰
則
違
反
と
認
定
し
た
が
、
裁
判
所
は
、
同
罰
則
は
外
国
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
（
1
9
）

お
け
る
爆
弾
使
用
に
は
そ
れ
を
適
用
せ
ず
と
い
う
見
解
を
採
つ
た
と
い
う
の
が
、
真
相
で
あ
る
。
沼
波
説
で
は
「
其
以
前
の
爆
発
物
取
締
罰
則
…

…
に
よ
り
て
所
罰
せ
ら
る
る
事
と
な
り
云
々
」
（
本
誌
一
〇
頁
）
と
あ
る
が
、
当
時
、
同
罰
則
に
新
旧
二
法
は
存
在
せ
ず
、
明
治
十
七
年
法
が
唯
一

　
　
　
　
（
2
0
）

の
も
の
で
あ
り
．
大
阪
重
罪
裁
判
所
の
判
決
に
関
す
る
限
り
、
同
罰
則
は
適
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
当
時
、
政
府
部
内
で
同
罰
則
を
外
国
に
お
け
る
爆
弾
使
用
に
拡
大
す
る
方
向
の
改
正
意
見
が
あ
り
、
児
島
ら
大
阪
控
訴
院
側
の
意
見
と
し
て

は
、
そ
う
し
た
改
正
を
行
つ
て
も
、
法
律
不
遡
及
の
原
則
に
よ
り
大
阪
事
件
に
は
適
用
で
き
な
い
と
い
う
見
解
を
示
し
た
と
い
う
隠
れ
た
る
事
実

が
あ
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
仮
に
そ
う
で
あ
つ
た
に
も
せ
よ
、
現
実
に
は
そ
の
よ
う
な
改
正
立
法
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
沼

波
説
は
間
違
つ
て
い
る
。
要
す
る
に
沼
波
説
は
、
大
阪
事
件
の
裁
判
に
際
し
、
政
府
当
局
が
厳
罰
に
処
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
と
す
る
点
に
お
い

て
は
、
お
そ
ら
く
事
実
を
述
べ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
裁
判
を
め
ぐ
る
法
律
的
説
明
の
部
分
は
、
誤
解
に
も
と
づ
く
全
く
虚
妄
の
説
で
あ

つ
た
と
い
つ
て
い
い
。

　
な
お
、
大
阪
事
件
に
対
す
る
第
一
審
判
決
は
、
被
告
に
対
し
一
般
的
に
は
か
な
り
有
利
な
も
の
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
一
部
被
告
は
な
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

そ
れ
を
不
服
と
し
て
上
告
し
た
。
大
井
憲
太
郎
、
小
林
樟
雄
．
新
井
章
吾
、
舘
野
芳
之
介
の
四
名
で
あ
る
。
検
察
官
側
も
、
爆
発
物
取
締
罰
則
の

適
用
な
ど
を
主
張
し
て
附
帯
上
告
を
行
つ
た
。
明
治
二
十
一
年
四
月
十
日
、
大
審
院
は
第
一
審
判
決
を
破
殿
し
、
名
古
屋
重
罪
裁
判
所
へ
事
件
を



移
送
し
た
。

　
同
年
七
月
十
四
日
、
名
古
屋
重
罪
裁
判
所
は
判
決
を
下
し
、
大
井
に
は
重
懲
役
九
年
（
爆
発
物
取
締
罰
則
第
三
条
の
罪
、
外
患
予
備
罪
、
轍
物
罪
、
犯

罪
人
蔵
匿
罪
の
数
罪
倶
発
で
、
一
つ
の
重
き
爆
発
物
取
締
罰
則
に
ょ
る
）
、
小
林
、
新
井
に
も
重
懲
役
九
年
（
爆
発
物
取
締
罰
則
第
三
条
の
罪
と
外
患
予
備
罪
の

数
罪
倶
発
で
、
一
つ
の
重
き
前
者
に
よ
る
）
、
舘
野
に
は
軽
禁
鋼
一
年
半
監
視
六
月
（
外
患
予
備
罪
を
酌
量
減
刑
）
を
言
渡
し
た
。
大
阪
重
罪
裁
判
所
の
判

決
で
は
、
大
井
が
軽
禁
獄
六
年
（
外
患
予
備
罪
、
臓
物
罪
、
犯
人
隠
避
罪
に
よ
る
）
、
小
林
が
軽
禁
獄
六
年
（
外
患
予
備
罪
）
、
新
井
が
軽
禁
鋼
五
年
監
視
二

年
（
外
患
予
備
罪
を
酌
量
減
刑
）
、
舘
野
が
軽
禁
鋼
一
年
半
監
視
六
月
（
外
患
予
備
罪
の
酌
量
減
刑
）
で
あ
つ
た
か
ら
、
舘
野
以
外
は
却
つ
て
非
常
に
刑
が

重
く
な
つ
た
の
で
あ
る
。
判
決
は
、
爆
発
物
取
締
罰
則
を
適
用
し
た
理
由
を
と
く
に
説
明
せ
ず
、
大
井
ら
の
爆
発
物
材
料
の
準
備
に
、
そ
れ
を
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

用
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
公
判
の
途
中
で
、
大
審
院
の
破
殿
移
送
は
、
全
部
破
殿
か
そ
れ
と
も
被
告
の
上
告
し
た

部
分
の
み
の
破
殿
か
で
、
論
争
を
生
じ
、
大
井
と
小
林
は
元
来
受
理
す
べ
か
ら
ざ
る
公
訴
を
受
理
し
た
と
主
張
し
た
の
で
、
名
古
屋
重
罪
裁
判
所

は
、
そ
の
問
題
を
別
に
取
扱
い
、
前
件
と
同
じ
日
に
判
決
を
下
し
、
全
部
破
殿
で
あ
る
か
ら
、
予
審
決
定
言
渡
に
よ
つ
た
公
訴
状
を
受
理
す
る
は

当
然
で
あ
る
と
の
言
渡
を
行
つ
た
。

　
大
井
、
小
林
は
こ
の
二
件
の
判
決
に
承
服
せ
ず
上
告
、
新
井
も
ま
た
上
告
し
た
。
し
か
し
同
年
十
二
月
二
十
八
日
、
大
審
院
は
こ
れ
ら
の
上
告

を
す
べ
て
棄
却
し
た
。
大
井
ら
三
名
は
な
お
こ
れ
に
承
服
せ
ず
、
大
審
院
へ
哀
訴
（
治
罪
法
第
四
三
六
条
以
下
）
し
た
が
、
翌
二
十
二
年
一
月
三
十
一

日
、
大
審
院
は
そ
れ
も
棄
却
し
た
。

　
か
く
し
て
大
井
ら
の
刑
は
確
定
し
た
が
、
そ
の
直
後
、
同
年
二
月
十
一
日
、
憲
法
発
布
の
大
赦
で
、
す
べ
て
出
獄
し
た
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
稲
田
穣
「
明
治
中
世
期
の
大
阪
警
察
と
三
大
事
件
」
下
・
上
方
第
二
六
号
（
昭
和
八
年
）
・
一
八
六
頁
以
下
。
稲
田
氏
は
検
挙
の
指
揮
を
取
つ
た
警
部
で
あ
る
。

　
（
2
）
同
志
の
一
部
の
逮
捕
地
が
長
崎
で
あ
つ
た
た
め
、
長
崎
で
は
、
県
庁
並
に
裁
判
所
共
に
、
事
件
の
管
轄
を
主
張
、
大
井
ら
を
逮
捕
し
た
大
阪
府
側
と
対
立
、
内
務
、
司
法
両
大

　
　
臣
の
裁
定
の
結
果
、
逮
捕
者
は
す
べ
て
大
阪
に
集
め
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
（
稲
田
・
前
掲
論
文
・
一
八
八
頁
）
．

　
（
3
）
　
予
審
は
、
重
罪
、
軽
罪
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
軽
罪
裁
判
所
の
所
管
で
あ
る
（
治
罪
法
第
五
四
条
）
。
す
で
に
本
文
で
述
べ
た
ご
と
く
、
沼
波
氏
が
「
大
阪
軽
罪
裁
判
所
で
取
調
を

　
　
　
大
阪
事
件
の
裁
判
と
児
島
惟
謙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
　
　
（
一
八
三
）



　
　
大
阪
事
件
の
裁
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児
島
惟
謙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
　
　
　
（
一
八
四
）

受
け
、
軽
罪
裁
判
所
検
事
は
所
規
適
用
を
以
て
之
を
論
じ
た
が
、
裁
判
所
は
之
れ
無
罪
に
し
て
本
裁
判
所
の
取
扱
ふ
限
に
あ
ら
ず
と
て
大
阪
重
罪
裁
判
所
に
移
管
し
た
」
（
本
誌
一
〇

頁
、
一
一
頁
参
照
）
と
い
わ
れ
る
の
は
、
軽
罪
裁
判
所
の
予
審
の
結
果
、
事
件
を
重
罪
裁
判
所
へ
移
す
の
言
渡
が
あ
つ
た
こ
と
の
説
明
と
思
わ
れ
る
が
、
沼
波
氏
は
予
審
が
軽
罪
裁

判
所
で
行
わ
れ
た
こ
と
と
、
公
判
が
重
罪
裁
判
所
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
結
び
つ
け
る
た
め
、
一
応
軽
罪
裁
判
所
で
公
判
が
行
わ
れ
「
本
裁
判
所
の
取
扱
ふ
限
に
あ
ら
ず
」
「
無
罪
」
の

宣
告
が
あ
り
．
そ
れ
か
ら
重
罪
裁
判
所
へ
移
さ
れ
た
も
の
と
ー
「
無
罪
」
の
宣
告
を
し
て
か
ら
「
移
管
」
す
る
と
い
う
の
も
、
法
律
的
に
は
不
合
理
で
あ
る
が
ー
誤
つ
て
判
断

　
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
4
）
前
掲
大
阪
弁
護
士
史
稿
・
一
一
七
六
頁
。
田
丸
判
事
は
、
予
審
終
了
後
、
過
労
の
た
め
、
病
気
療
養
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
（
荒
木
桜
州
「
田
丸
判
事
の
精
励
」
・
法
律
新
聞
第

　
一
八
一
四
号
・
大
正
十
年
・
一
〇
頁
）
。

（
5
）
　
明
治
十
九
年
四
月
十
九
日
・
村
野
常
右
工
門
予
審
調
書
に
よ
る
（
色
川
・
前
掲
村
野
伝
・
八
三
頁
）
。

（
6
）
拙
稿
「
福
島
事
件
と
高
等
法
院
」
・
本
誌
第
三
二
巻
一
一
号
二
七
頁
以
下
参
照
。

（
7
）
　
明
治
二
十
年
五
月
二
十
五
日
公
判
の
冒
頭
で
、
井
上
裁
判
長
が
、
そ
の
旨
を
述
べ
て
い
る
（
「
大
阪
国
事
犯
公
判
傍
聴
筆
記
」
・
明
治
二
十
年
・
一
〇
頁
）
。

（
8
）
　
大
阪
事
件
弁
護
士
の
談
片
・
石
川
、
玉
水
・
前
掲
自
由
党
大
阪
事
件
・
巻
頭
無
頁
．
明
治
十
九
年
六
月
十
一
日
・
東
京
日
日
新
聞
の
社
説
「
爆
発
物
取
締
」
も
、
爆
発
物
取
締

罰
則
の
制
定
が
、
加
波
山
事
件
に
起
因
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。

（
9
）
公
訴
状
は
、
明
治
二
十
年
五
月
二
十
七
日
・
時
事
新
報
所
載
の
も
の
に
よ
る
。

（
1
0
）
事
件
後
二
十
余
年
を
経
て
、
内
務
省
衛
生
局
事
務
官
と
な
つ
て
い
た
安
東
は
「
当
時
一
味
の
連
中
で
、
肝
腎
の
爆
裂
弾
を
製
造
す
る
方
法
を
知
つ
て
居
る
者
が
な
い
と
い
ふ
の

　
で
．
夫
を
僕
に
遺
ら
せ
る
事
に
な
つ
た
」
と
語
つ
て
い
る
（
人
と
今
昔
・
其
二
十
、
安
東
久
次
郎
・
明
治
四
十
五
年
六
月
二
十
日
・
時
事
新
報
）
。
な
お
、
公
判
途
中
の
明
治
二
十
年

七
月
十
一
日
、
同
士
の
所
持
し
た
材
料
を
調
合
し
て
爆
破
試
験
が
大
阪
砲
兵
工
廠
で
行
わ
れ
、
爆
破
力
が
確
認
さ
れ
た
と
い
う
（
明
治
二
十
年
七
月
十
五
日
・
時
事
新
報
）
。
し
か

し
、
後
ち
に
堀
田
検
事
は
「
今
か
ら
考
へ
て
も
可
笑
の
は
其
時
押
収
し
た
爆
裂
弾
と
い
ふ
の
が
、
鳩
麦
飴
の
罐
へ
入
れ
て
あ
つ
た
の
を
試
験
し
ま
し
た
が
、
少
し
も
爆
発
し
な
か
つ

　
　
　
　
　
を
ま
レ

　
た
の
で
す
、
彼
で
は
連
も
人
は
殺
さ
れ
な
か
つ
た
で
せ
う
」
（
人
と
今
昔
・
其
六
・
堀
田
正
忠
・
明
治
四
十
五
年
六
月
六
日
・
時
事
新
報
）
と
語
つ
て
い
る
か
ら
、
爆
破
力
は
き
わ
め

　
て
微
力
で
あ
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
1
1
）
明
治
二
十
年
九
月
二
十
日
・
公
判
廷
の
弁
護
人
竹
中
鶴
次
郎
陳
述
（
公
判
傍
聴
筆
記
・
明
治
二
十
年
九
月
二
十
七
日
・
時
事
新
報
）
。
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二
十
三
日
・
大
阪
軽
罪
裁
判
所
判
決
）

明
治
二
十
年
九
月
十
七
日
・
公
判
廷
の
弁
護
人
菊
地
侃
二
陳
述
（
同
前
・
明
治
二
十
年
九
月
二
十
六
日
・
時
事
新
報
）
。

明
治
二
十
年
九
月
九
日
・
公
判
廷
の
新
井
被
告
陳
述
（
同
前
・
明
治
二
十
年
九
月
九
日
・
時
事
新
報
）
。

明
治
二
十
年
九
月
十
六
日
・
公
判
廷
の
弁
護
人
渋
川
忠
二
郎
陳
述
（
同
前
・
明
治
二
十
年
九
月
二
十
六
日
・
時
事
新
報
）
。

判
決
文
は
、
前
掲
大
阪
弁
護
士
史
稿
・
一
二
七
二
頁
以
下
所
載
の
も
の
に
よ
る
。

「
大
審
院
刑
事
判
決
録
」
第
二
一
輯
・
六
三
頁
．
こ
の
判
例
は
、
同
僚
中
谷
瑛
子
氏
か
ら
の
御
教
示
に
よ
る
．
そ
の
学
恩
を
謝
す
。

例
え
ば
、
金
山
亀
楽
は
爆
発
物
取
締
罰
則
第
八
条
違
反
（
爆
発
物
を
所
持
す
る
犯
人
の
こ
と
を
官
に
知
ら
せ
な
か
つ
た
罪
）
で
重
禁
鋼
六
月
を
宣
告
さ
れ
た
（
明
治
二
十
年
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
二
十
年
二
月
二
十
四
日
・
大
阪
日
報
）
。
ま
た
、
仲
谷
謀
三
も
同
様
で
あ
る
（
同
年
二
月
二
十
六
日
・
大
阪
軽
罪
裁
判
所
判
決
）
（
同



年
二
月
二
十
七
日
・
大
阪
日
報
）
。
し
か
し
、
こ
の
二
名
は
い
ず
れ
も
控
訴
し
、
同
年
五
月
六
日
、
大
阪
控
訴
院
で
証
拠
不
十
分
に
よ
る
無
罪
の
宣
告
を
う
け
た
（
同
年
五
月
七
日
・

大
阪
朝
日
新
聞
）
。
そ
の
ほ
か
、
爆
発
物
取
締
罰
則
違
反
容
疑
で
、
大
阪
軽
罪
裁
判
所
へ
送
ら
れ
た
寺
島
正
節
と
軍
法
会
議
へ
廻
さ
れ
た
前
田
鈴
吉
に
つ
い
て
は
、
私
は
ま
だ
そ
の
確

定
判
決
を
確
め
え
な
い
。
後
考
に
ま
ち
た
い
．

（
1
8
）
爆
発
物
取
締
罰
則
は
、
政
府
が
制
定
を
急
い
だ
た
め
、
予
め
元
老
院
の
議
決
を
経
ず
、
公
布
施
行
後
、
元
老
院
へ
検
視
議
案
と
し
て
提
出
さ
れ
、
十
八
年
一
月
二
十
八
日
、
同

院
は
そ
れ
を
可
決
し
て
い
る
（
「
元
老
院
会
議
筆
記
」
・
明
治
十
八
年
一
月
二
十
八
日
・
一
七
頁
以
下
）
．
検
視
の
場
合
は
、
政
府
委
員
に
よ
る
立
法
趣
旨
の
説
明
も
な
い
。
し
た
が
つ

　
て
、
同
法
に
対
す
る
政
府
の
公
式
見
解
は
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
1
9
）
　
大
阪
事
件
の
裁
判
を
考
察
さ
れ
た
大
島
美
津
子
氏
は
「
爆
発
物
取
締
罰
則
違
反
の
件
は
適
用
範
囲
外
に
て
無
罪
」
（
前
掲
政
治
裁
判
史
録
・
一
〇
六
頁
）
と
の
み
述
べ
て
お
ら
れ

　
る
に
す
ぎ
ず
、
詳
し
い
考
証
を
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
罰
則
適
用
の
問
題
は
、
こ
の
裁
判
の
焦
点
で
あ
つ
た
だ
け
に
、
何
と
し
て
も
説
明
不
足
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
2
0
）
爆
発
物
取
締
罰
則
は
、
そ
の
後
、
明
治
四
十
一
年
法
律
第
二
九
号
、
大
正
七
年
法
律
第
三
四
号
で
そ
れ
ぞ
れ
改
正
さ
れ
、
現
在
に
至
つ
て
い
る
。

（
2
1
）
　
大
阪
重
罪
裁
判
所
の
判
決
に
対
す
る
上
告
以
後
の
裁
判
に
お
い
て
も
、
法
律
上
、
種
々
の
問
題
を
ふ
く
ん
で
い
る
が
、
そ
の
詳
し
い
考
察
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は

　
た
だ
裁
判
の
経
過
の
み
を
記
し
て
お
く
。

（
2
2
）
名
古
屋
重
罪
裁
判
所
の
判
決
文
は
、
平
野
・
前
掲
大
井
伝
・
一
九
七
頁
以
下
参
照
。

三
　
大
阪
重
罪
裁
判
所
判
決
と
児
島
惟
謙

　
前
節
で
述
べ
た
ご
と
く
、
大
阪
重
罪
裁
判
所
の
大
阪
事
件
に
対
す
る
判
決
は
．
大
部
分
の
被
告
が
意
外
と
す
る
ほ
ど
の
比
較
的
軽
い
量
刑
を
言

渡
し
た
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
控
訴
院
長
児
島
は
、
こ
の
判
決
の
決
定
に
ど
ん
な
行
動
を
採
つ
た
の
か
。
大
津
事
件
の
場
合
と
は
異
な
り
、
児
島

自
身
が
書
ぎ
残
し
た
文
書
が
み
あ
た
ら
な
い
の
で
、
詳
し
い
こ
と
は
残
念
な
が
ら
わ
か
ら
な
い
。
わ
ず
か
に
関
係
裁
判
官
、
一
部
被
告
の
談
話
類

に
よ
つ
て
、
事
実
の
一
端
を
推
測
し
う
る
の
み
で
あ
る
。

　
陪
席
判
事
の
一
人
で
あ
つ
た
矢
野
茂
が
、
事
件
後
四
十
余
年
を
経
た
昭
和
七
年
に
往
年
を
追
想
し
て
述
べ
た
回
顧
談
が
、
二
つ
残
つ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

そ
の
一
つ
は
、
玉
水
常
治
氏
の
「
自
由
か
死
か
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
明
治
十
九
年
九
月
の
二
十
日
に
公
判
は
や
つ
と
済
ん
だ
が
、
此
の
時
は
東
京
か
ら
大
臣
方
も
傍
聴
に
来
て
居
た
ほ
ど
で
、
政
府
の
方
針
で
は
飽
く
ま
で
弾
圧
振

　
り
を
発
揮
し
．
無
理
非
道
の
限
り
を
尽
し
事
実
の
何
た
る
を
問
は
ず
政
府
の
内
命
で
常
に
、
自
由
党
の
行
動
を
憎
む
こ
と
、
甚
だ
し
く
、
何
ん
で
も
「
爆
烈
弾
取

　
　
　
　
大
阪
事
作
の
裁
判
と
児
島
惟
謙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
　
　
（
一
八
五
）



　
　
大
阪
事
件
の
裁
判
と
児
島
惟
謙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
　
　
　
（
一
八
六
）

締
罰
則
」
を
以
て
厳
罰
に
処
す
る
と
云
ふ
風
で
あ
つ
て
、
「
罪
を
重
く
し
ろ
、
重
く
し
ろ
」
と
云
ふ
風
に
各
判
官
は
聴
き
こ
ん
で
居
た
の
で
あ
る
。
ど
う
も
此
の
度

び
の
裁
判
に
対
し
て
は
罪
を
軽
く
す
る
と
、
干
渉
さ
れ
さ
う
に
な
る
の
で
、
寝
具
を
裁
判
所
の
応
接
室
に
持
ち
込
み
籠
城
の
覚
悟
を
極
め
昼
夜
兼
行
で
判
決
書
を

作
成
す
る
に
裁
判
官
の
苦
労
は
一
方
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
つ
た
。

　
則
ち
政
府
の
烈
し
き
干
渉
を
避
け
司
法
権
の
厳
正
な
る
独
立
を
維
持
す
る
た
め
に
、
一
切
の
面
会
を
斥
け
密
に
判
決
書
を
作
成
し
て
居
た
が
、
何
し
ろ
大
事
件

の
こ
と
で
書
類
も
山
ほ
ど
積
み
重
ね
て
あ
る
も
の
を
一
つ
づ
つ
繰
り
返
す
ば
か
り
で
も
容
易
で
は
な
い
。

　
之
を
調
べ
る
に
も
二
日
や
三
日
で
出
来
る
筈
が
な
い
。
政
府
の
無
体
の
干
渉
を
受
け
ぬ
中
に
と
云
ふ
の
で
外
患
罪
を
中
心
と
し
て
取
り
急
ぎ
僅
に
四
日
間
の
宣

告
日
に
間
に
合
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
眠
る
間
も
飯
食
ふ
隙
も
な
か
つ
た
位
で
あ
つ
た
。
そ
う
云
ふ
風
で
あ
つ
た
か
ら
書
類
の
不
完
全
の
処
も
あ
つ
た
が
、

二
十
四
日
の
午
前
中
に
漸
く
出
来
て
其
日
の
正
午
か
ら
公
判
を
開
廷
し
て
判
決
文
の
朗
読
を
始
め
午
後
六
時
に
判
決
を
被
告
に
言
渡
し
切
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
何

し
ろ
干
渉
さ
れ
ぬ
中
に
と
思
ふ
て
、
大
急
ぎ
で
済
し
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

他
の
一
つ
の
談
話
は
、
石
川
諒
一
、
玉
水
常
治
共
編
「
自
由
党
大
阪
事
件
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
次
の
通
り
で
あ
る
，

　
自
由
党
に
対
す
る
当
時
の
政
府
の
弾
圧
振
り
は
峻
厳
酷
烈
全
く
無
理
非
道
の
限
り
を
尽
し
た
の
で
あ
つ
て
自
由
党
員
の
犯
し
た
行
為
に
対
し
て
は
事
実
の
何
ん

た
る
を
間
は
ず
、
政
府
の
内
命
で
厳
罰
に
処
す
る
と
い
ふ
風
で
あ
つ
た
。
そ
れ
で
大
阪
事
件
の
公
判
の
審
理
も
明
治
廿
年
九
月
廿
日
を
以
て
結
了
す
る
に
至
つ
た

が
其
判
決
書
を
作
成
す
る
に
当
つ
て
の
裁
判
官
の
苦
労
は
一
方
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
つ
た
。
即
ち
政
府
の
烈
し
き
干
渉
を
避
け
司
法
権
の
厳
正
な
る
独
立
を
維
持
す

る
た
め
に
一
切
の
面
会
を
斥
け
、
密
か
に
裁
判
所
の
応
接
室
に
寝
具
を
持
ち
込
ん
で
籠
城
の
覚
悟
を
極
め
、
昼
夜
詰
切
り
で
礫
々
寝
る
暇
も
な
く
大
急
ぎ
で
作
成

し
た
始
末
で
あ
つ
た
。
何
に
し
ろ
彼
れ
だ
け
の
大
事
件
の
判
決
が
二
日
や
三
日
で
出
来
る
筈
は
な
い
の
で
あ
る
が
唯
々
政
府
か
ら
無
体
な
干
渉
を
受
け
ぬ
内
に
と

云
ふ
の
で
外
患
罪
を
中
心
と
し
て
取
急
ぎ
廿
四
日
の
宣
告
日
に
間
に
合
せ
た
の
で
あ
る
．
従
て
不
備
の
点
も
あ
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
出
来
る
限
り
寛
大
の
処
置
を

執
つ
た
の
で
あ
る
。
又
控
訴
院
長
の
承
認
を
経
る
に
就
て
の
不
安
と
苦
心
が
あ
つ
た
が
幸
ひ
反
対
を
受
け
ず
所
信
通
り
に
解
決
す
る
事
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
二
つ
の
談
話
は
、
政
府
の
干
渉
を
防
ぐ
た
め
対
審
終
結
後
、
裁
判
官
が
泊
り
込
ん
で
判
決
文
の
作
成
を
急
い
だ
事
情
を
述
べ
て
い
る
が
、

と
く
に
後
者
の
談
話
の
中
に
「
控
訴
院
長
の
承
認
を
経
る
に
就
て
の
不
安
と
苦
心
が
あ
つ
た
が
幸
ひ
反
対
を
受
け
ず
云
々
」
と
あ
る
の
は
注
意
を

要
す
る
。

　
こ
の
談
話
が
事
実
と
す
れ
ば
、
大
阪
事
件
第
一
審
判
決
の
内
容
は
、
関
係
裁
判
官
の
合
議
で
決
定
さ
れ
、
児
島
院
長
が
そ
れ
に
承
認
を
与
え
る



こ
と
に
よ
つ
て
確
定
、
言
渡
さ
れ
た
も
の
と
み
て
い
い
。
当
時
、
各
裁
判
所
の
判
決
は
、
民
事
、
刑
事
を
問
わ
ず
、
必
ず
所
長
の
決
裁
を
え
て
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
（
4
）

渡
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
大
阪
控
訴
院
の
場
合
も
、
院
長
の
許
可
を
う
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
、
前
掲
談
話
に
よ
る
と
、
こ
の
許

可
に
つ
い
て
、
関
係
裁
判
官
は
多
少
の
危
惧
を
も
つ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
と
す
る
と
判
決
の
内
容
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
院
長
の
指
示
を

う
け
て
い
な
か
つ
た
こ
と
に
な
る
。

　
た
だ
、
前
掲
談
話
に
あ
る
ご
と
く
、
急
い
で
判
決
文
を
作
成
す
る
こ
と
に
は
、
児
島
院
長
も
積
極
的
に
協
力
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と

い
う
の
は
、
判
決
前
夜
の
ご
と
き
は
、
夜
半
に
至
る
ま
で
、
院
長
も
在
庁
し
た
こ
と
が
、
当
時
の
新
聞
に
見
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

二
十
年
九
月
二
十
五
日
・
大
阪
日
報
は
、
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ま
ま
レ

　
　
彼
の
国
事
犯
被
告
事
件
も
…
－
昨
廿
四
日
を
以
て
愈
よ
裁
判
を
言
渡
さ
れ
た
り
。
…
…
裁
判
所
に
て
も
こ
の
事
に
就
て
は
、
余
程
注
意
を
加
へ
し
も
の
』
如
く
、

児
島
控
訴
院
長
も
一
昨
日
の
大
祭
日
な
り
し
に
拘
わ
ら
ず
終
日
在
院
し
て
事
務
を
執
り
、
漸
や
く
昨
朝
二
時
頃
に
至
り
て
一
寸
一
旦
帰
宅
せ
し
の
み
。
裁
判
長
井

　
上
評
定
官
、
陪
席
の
矢
野
、
臣
の
両
評
定
官
、
掛
り
書
記
官
等
は
何
も
一
昨
朝
来
、
徹
夜
し
て
事
務
を
執
り
、
院
の
内
外
に
は
正
服
の
巡
査
、
公
判
廷
の
内
外
に

　
は
和
服
の
特
務
巡
査
等
数
十
名
が
俳
徊
し
て
非
常
を
警
め
居
た
る
由
（
下
略
）
。

　
要
す
る
に
、
対
審
終
了
後
、
関
係
裁
判
官
は
昼
夜
兼
行
で
判
決
文
を
起
草
、
児
島
院
長
と
一
体
と
な
つ
て
、
政
府
か
ら
な
ん
ら
か
の
指
示
が
到

達
す
る
以
前
に
急
ぎ
判
決
の
言
渡
を
行
つ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
、
判
決
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
前
に
も
述
べ
た
ご
と
く
児
島
院
長
が
積

極
的
に
指
示
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
裁
判
官
の
意
向
に
同
調
し
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、

裁
判
官
の
見
解
と
児
島
院
長
の
そ
れ
が
完
全
に
一
致
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
と
み
て
い
い
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
判
決
の
言
渡
を
急
ぎ
行
う
こ
と

に
、
児
島
院
長
も
積
極
的
に
協
力
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
前
述
の
矢
野
談
話
に
あ
る
ご
と
く
、
政
府
は
大
井
一
派
に
対
し
て
重
刑
を
科
す
る
意
向
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
十
分
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
具
体
的
に
ど
ん
な
方
法
で
、
ど
ん
な
指
示
を
あ
た
え
た
の
か
、
あ
る
い
は
あ
た
え
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
の
辺
の
正
確
な
事
情
は
わ
か
ら
な

　
　
　
大
阪
事
件
の
裁
判
と
児
島
惟
謙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
　
　
く
一
八
七
）



　
　
　
大
阪
事
件
の
裁
判
と
児
島
惟
謙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
　
　
（
一
八
八
）

い
が
、
判
決
言
渡
直
前
、
政
府
が
児
島
院
長
に
上
京
を
命
じ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。
森
銑
三
氏
編
「
明
冶
人
物
逸
話
辞
典
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

小
沢
勝
次
郎
「
明
治
紳
士
課
」
の
次
の
一
節
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
児
島
惟
謙
は
剛
直
で
、
諌
う
こ
と
を
し
な
い
。
そ
の
意
気
は
天
を
摩
す
る
概
が
あ
つ
た
。
か
つ
て
大
阪
控
訴
臓
長
だ
つ
た
時
、
た
ま
た
ま
大
井
憲
太
郎
等
の
渡

韓
の
獄
が
起
つ
て
惟
謙
が
そ
の
尋
問
に
当
つ
た
。
当
時
政
府
の
意
は
、
憲
太
郎
に
擬
す
る
に
死
刑
を
も
つ
て
し
よ
う
と
し
た
．
惟
謙
は
灰
か
に
そ
れ
を
聞
い
て
非

な
り
と
し
た
．
そ
の
内
に
電
話
が
政
府
よ
り
い
た
つ
て
、
惟
謙
に
至
急
上
京
せ
よ
と
の
事
だ
つ
た
。
惟
謙
思
う
よ
う
、
「
こ
れ
は
政
府
が
訓
令
を
下
そ
う
と
い
う

　
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
法
官
は
天
下
の
公
を
司
る
も
の
だ
。
政
府
の
訓
令
に
よ
つ
て
、
法
律
を
曲
ぐ
べ
き
で
は
な
い
」
と
、
即
座
判
決
を
下
し
て
、
そ
の
翌
朝
上

京
し
た
。
世
は
皆
惟
謙
の
剛
直
を
称
し
た
．

　
こ
の
談
話
に
は
い
く
つ
か
の
誤
り
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
児
島
自
身
が
裁
判
に
当
つ
た
わ
け
で
は
な
く
、
判
決
言
渡
の
翌
日
彼
が
上
京
し
た
事

　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

実
も
な
い
し
、
ま
た
、
東
京
、
大
阪
間
に
当
時
ま
だ
電
話
は
開
通
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
．
「
電
話
」
は
電
報
の
誤
り
と
し
て
、
判
決
言

渡
に
先
立
ち
、
政
府
が
児
島
を
招
致
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
事
実
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
児
島
並
に
裁
判
官
が
か
ね
て
予
期
し
た
と
思
わ
れ
る
ご

と
く
、
判
決
内
容
に
対
し
、
政
府
が
な
ん
ら
か
の
意
向
を
示
す
企
図
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
間
違
い
な
か
ろ
う
。
と
す
れ
ぽ
、
急
ぎ
判
決

の
言
渡
を
行
つ
た
こ
と
は
、
結
果
的
に
は
、
政
府
の
介
入
を
排
す
る
官
疋
に
適
切
な
措
置
で
あ
つ
た
と
い
つ
て
い
い
。

　
第
一
審
判
決
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
経
緯
は
、
関
係
被
告
の
間
に
も
、
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
一
部
被
告
は
、
後
ち
に
そ
う
し
た
事
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

を
書
き
の
こ
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
山
本
憲
は
、
そ
の
自
歴
で
あ
る
「
憲
手
録
」
に
、
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。

　
獄
成
．
予
ハ
外
患
罪
ヲ
以
テ
軽
禁
鋼
一
年
監
視
十
月
二
処
セ
ラ
ル
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ま
ま
レ

　
時
二
控
訴
院
長
ハ
児
島
維
謙
ナ
リ
．
蓋
シ
児
島
井
上
並
二
皆
外
患
罪
ヲ
以
テ
処
断
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
意
ア
リ
．
適
マ
政
府
ヨ
リ
爆
発
物
取
締
罰
則
違
反
ヲ
以
テ
罪

　
ヲ
課
シ
．
厳
酷
処
断
ヲ
命
セ
ソ
ト
ス
ル
ノ
状
ア
ル
ヲ
聞
ク
．
而
シ
テ
輿
論
皆
志
士
二
与
シ
。
或
ハ
飛
書
ア
リ
．
寛
大
ノ
処
断
ヲ
翼
望
セ
リ
。
二
十
三
日
夜
。
判
事

会
議
シ
。
政
府
ノ
命
令
二
先
チ
テ
判
決
書
ヲ
作
ル
．
遂
徹
暁
未
成
．
二
十
四
目
朝
．
諸
人
皆
至
控
訴
院
．
出
廷
ノ
令
ヲ
待
ツ
．
時
ヲ
移
シ
テ
召
喚
セ
ズ
。
判
決
書

未
軌
成
二
由
リ
シ
ト
云
フ
．
既
而
開
廷
。
裁
判
長
宣
告
二
臨
ミ
．
草
稿
ヲ
手
ニ
シ
．
数
紙
ヲ
補
綴
シ
．
彼
此
前
後
顧
晒
シ
テ
読
ム
．
是
時
裁
判
長
口
明
二
予
ノ
監

視
六
月
ヲ
宣
告
シ
．
判
決
書
謄
本
ヲ
閲
ス
ル
ニ
及
デ
十
月
ト
為
シ
タ
リ
．
草
稿
謄
本
敦
力
誤
ア
リ
．
其
遼
卒
如
此
．
蓋
シ
判
事
皆
政
府
ト
情
ヲ
同
ジ
ク
セ
ス
．
因



　
テ
務
テ
軽
典
二
従
ヒ
テ
処
断
セ
ン
ト
欲
シ
。
政
府
ノ
命
令
未
ダ
至
ラ
ザ
ル
ニ
先
ン
ズ
。
故
二
遽
卒
如
此
ヲ
致
ス
ト
云
フ

　
こ
の
手
記
は
、
裁
判
官
が
ま
だ
十
分
整
頓
で
ぎ
て
い
な
い
判
決
文
を
法
廷
で
整
理
し
な
が
ら
読
み
あ
げ
た
状
況
を
如
実
に
物
語
つ
て
お
り
、
と

く
に
山
本
に
対
す
る
監
視
の
刑
期
を
誤
つ
た
言
渡
は
、
い
か
に
裁
判
官
が
判
決
を
急
い
だ
か
の
有
力
な
傍
証
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
小
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

保
喜
七
も
、
昭
和
三
年
、
そ
の
裁
判
を
回
顧
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
吾
々
同
志
が
計
画
し
て
、
社
会
の
大
問
題
と
な
つ
た
、
彼
の
大
阪
事
件
の
際
の
裁
判
官
が
、
如
何
に
偉
大
な
人
格
者
で
、
そ
の
裁
判
の
結
果
が
後
世
に
ど
れ
程

　
か
、
模
範
た
ら
し
め
た
で
あ
ら
う
。
…
…
事
実
の
訊
問
か
ら
弁
議
士
の
弁
論
も
終
り
、
将
に
久
し
か
ら
ず
し
て
申
渡
し
の
あ
ら
ん
と
す
る
頃
、
誰
言
ふ
と
な
く
誰

聞
く
と
な
く
、
氏
家
の
事
件
は
（
氏
家
直
国
他
六
名
の
同
志
が
軍
資
金
か
せ
ぎ
の
た
め
大
和
国
志
貴
山
の
寺
に
押
入
つ
た
事
件
－
手
塚
註
）
強
盗
未
遂
で
は
な
く
、
家
宅
侵

　
入
で
裁
判
す
る
と
云
ふ
裁
判
官
の
決
心
だ
と
云
ふ
こ
と
が
伝
は
つ
た
．
自
分
等
は
少
く
と
も
強
盗
禾
遂
で
、
十
年
や
十
五
年
は
投
獄
さ
れ
る
も
の
と
思
ひ
、
ま
た

　
こ
の
事
件
の
弁
議
士
の
総
大
将
た
る
星
亨
で
す
ら
、
家
宅
侵
入
と
云
つ
て
ゐ
な
い
、
夫
れ
で
皆
な
そ
れ
は
嘘
だ
ら
う
．
裁
判
の
時
は
必
ず
強
盗
未
遂
で
や
ら
れ
る

　
に
決
つ
て
ゐ
る
、
ま
あ
そ
の
時
ま
で
待
た
う
と
、
誰
れ
一
人
本
当
に
す
る
者
は
な
か
つ
た
．
と
こ
ろ
が
い
よ
く
裁
判
に
な
つ
て
見
る
と
、
果
せ
る
か
な
強
盗
未

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

遂
と
せ
ず
、
家
宅
侵
入
罪
と
し
て
ニ
ケ
年
の
懲
役
で
済
ん
だ
、
実
際
は
強
盗
未
遂
で
あ
る
を
、
何
故
家
宅
侵
入
罪
と
し
た
か
と
云
ふ
に
、
裁
判
官
は
二
百
円
で
は

足
り
ぬ
、
二
千
円
出
せ
と
云
つ
て
逃
げ
た
の
は
二
千
円
で
な
け
れ
ば
い
け
ぬ
、
二
百
円
な
ら
い
ら
ぬ
と
放
棄
し
た
か
ら
で
あ
る
と
．
実
は
裁
判
官
が
吾
々
の
た
め
、

情
を
以
て
任
意
の
中
止
と
云
ふ
こ
と
に
判
決
を
下
し
て
呉
れ
た
も
の
で
あ
る
、
即
ち
旧
刑
法
に
は
、
以
外
の
障
害
若
し
く
は
舛
錯
に
依
り
中
止
し
た
も
の
は
未
遂

犯
と
す
、
と
の
条
文
が
あ
つ
た
の
で
、
本
人
の
任
意
の
中
止
だ
と
認
め
て
呉
れ
た
た
め
、
十
四
五
年
の
懲
役
を
申
渡
し
て
よ
い
と
観
念
せ
し
も
の
を
二
年
に
し
て

呉
れ
た
訳
で
あ
る
．
…
…
当
時
の
裁
判
官
は
弁
護
士
が
気
が
付
か
ぬ
こ
と
を
し
て
、
犯
人
の
罪
を
軽
く
し
よ
う
と
す
る
美
し
い
人
情
味
が
あ
り
、
ま
た
当
時
中
央

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ま
ヴ

政
府
か
ら
は
大
井
の
一
派
は
重
刑
に
処
せ
よ
と
、
非
常
な
干
渉
を
し
た
。
し
か
し
そ
れ
を
し
な
か
つ
た
の
は
、
大
隈
の
第
一
の
子
分
で
大
阪
控
訴
院
長
児
島
惟
憲
、

裁
判
長
井
上
操
、
陪
審
裁
判
官
矢
野
茂
、
臣
佐
武
等
の
力
が
預
つ
て
大
な
る
も
の
で
、
今
臼
に
至
る
も
猶
ほ
そ
の
偉
大
な
思
想
と
、
人
情
味
に
感
激
し
て
ゐ
る
次

　
第
で
あ
る
．

　
さ
ら
に
、
沼
波
氏
は
前
掲
児
島
伝
の
中
で
「
大
井
、
景
山
等
は
恩
を
忘
れ
ず
、
屡
惟
謙
を
訪
問
し
た
こ
と
は
、
現
に
富
雄
氏
（
児
島
の
令
息
ー
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

塚
註
）
の
語
る
所
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
等
も
ま
た
山
本
、
小
久
保
ら
と
同
じ
感
想
を
も
つ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
は
、
児
島
院
長
が
、
大
阪
事
件
の
第
一
審
判
決
に
際
し
、
ど
の
よ
う
な
行
動
を
採
つ
た
か
を
、
一
応
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
何
分
に

　
　
　
大
阪
事
件
の
裁
判
と
児
島
惟
謙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
　
　
（
一
八
九
）



　
　
　
大
阪
事
件
の
裁
判
と
児
島
惟
謙

も
事
実
の
核
心
を
示
す
原
資
料
が
得
ら
れ
ず
、

一
部
関
係
者
の
談
話
あ
る
い
は
手
記
に
よ
る
推
測
に
す
ぎ
な
い
の
は
、

二
四
　
　
　
（
一
九
〇
）

皇
に
残
念
で
あ
る
。

（
1
）
　
玉
水
・
前
掲
自
由
か
死
か
・
三
四
〇
頁
以
下
。
な
お
こ
の
談
話
は
「
昭
和
七
年
、
鶴
見
、
総
持
寺
に
自
由
党
大
阪
事
件
関
係
者
の
た
め
に
建
碑
式
を
行
つ
た
後
の
懐
旧
座
談
会

　
に
お
け
る
談
話
、
『
自
由
党
大
阪
事
件
』
（
昭
和
七
年
刊
）
所
収
よ
り
」
と
註
記
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
書
・
三
四
二
頁
）
。
と
こ
ろ
が
、
「
自
由
党
大
阪
事
件
」
（
こ
の
著
書
の
出
版
は
昭

和
七
年
で
は
な
く
、
翌
八
年
で
あ
る
）
所
載
の
矢
野
談
話
と
は
、
か
な
り
文
章
に
相
違
が
あ
る
の
は
、
ど
う
し
た
わ
け
か
、
私
は
理
解
に
苦
し
む
（
本
文
所
載
二
つ
の
談
話
を
対
照

　
の
こ
と
）
。
前
掲
座
談
会
の
筆
記
が
二
通
り
あ
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
因
み
に
、
玉
水
氏
の
前
掲
著
書
所
載
の
矢
野
談
話
は
、
平
野
・
前
掲
大
井
伝
に
も
再
録
さ
れ
て
い
る
（
一
七

　四

頁
－
一
七
五
頁
）
。

（
2
）
　
石
川
、
玉
水
・
前
掲
自
由
党
大
阪
事
件
・
巻
頭
無
頁
。

（
3
）
　
明
治
十
九
年
十
二
月
、
司
法
界
に
入
つ
た
柳
沢
重
固
氏
は
「
民
事
の
裁
判
も
刑
事
の
裁
判
も
、
構
成
法
が
実
施
さ
れ
る
ま
で
は
、
判
決
書
に
所
長
の
認
印
を
受
く
る
に
非
ざ
れ

ば
、
こ
れ
を
言
渡
す
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
監
督
権
の
行
使
と
し
て
は
、
少
し
く
過
ぎ
た
も
の
の
様
で
あ
つ
た
が
、
此
頃
は
斯
う
で
も
為
な
け
れ
ば
、
統
制
を
保
つ
こ
と
が
出
来

　
ず
、
或
は
又
威
信
を
維
持
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
様
な
事
も
あ
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
の
で
、
何
人
も
こ
れ
を
怪
し
む
も
の
は
無
か
つ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
温
古
知
新
（
二
）
・
法
曹
会
雑

誌
第
一
二
巻
五
号
・
昭
和
九
年
・
一
〇
二
頁
）
。
ま
た
、
柳
沢
氏
と
相
前
後
し
て
司
法
界
に
入
つ
た
滝
川
長
教
氏
お
よ
び
磯
谷
幸
次
郎
氏
も
、
ほ
ぽ
同
じ
事
実
を
述
べ
て
い
る
（
滝
川

談
・
「
明
治
初
期
の
裁
判
を
語
る
」
・
日
本
法
理
叢
書
・
別
冊
四
・
昭
和
十
七
年
・
一
八
頁
、
磯
谷
「
五
十
年
前
の
司
法
部
を
回
顧
し
て
」
・
法
曹
会
雑
誌
第
一
七
巻
一
一
号
・
九
七

頁
）
。

（
4
）
　
裁
判
所
官
制
（
明
治
十
九
年
五
月
四
日
・
勅
令
第
四
〇
号
）
に
よ
る
と
、
「
控
訴
院
ノ
審
理
判
決
」
は
「
裁
判
官
三
人
」
（
第
四
〇
条
）
「
合
議
列
席
」
し
て
行
い
、
そ
の
「
会
議

及
議
決
ハ
之
ヲ
公
行
セ
ス
其
状
況
及
結
果
ハ
一
切
之
ヲ
漏
洩
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
♂
（
第
四
二
条
）
、
「
裁
判
ハ
過
半
数
の
議
決
二
依
リ
之
ヲ
行
フ
」
（
第
四
五
条
）
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
控
訴
院
長
は
「
其
院
及
所
轄
裁
判
所
ヲ
監
督
」
（
第
二
四
条
）
す
る
の
み
で
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
、
制
度
上
は
、
判
決
に
対
す
る
院
長
の
決
裁
は
あ
り
え
な
い
が
、
従

来
の
惰
勢
で
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
5
）
森
銑
三
「
明
治
人
物
逸
話
」
上
巻
・
昭
和
四
十
年
・
三
六
二
頁
。
私
は
、
小
沢
勝
次
郎
「
明
治
紳
士
調
」
を
み
る
機
会
を
え
な
い
。
ま
た
そ
の
著
者
に
つ
い
て
も
全
く
知
る
と

　
こ
ろ
が
な
い
。

　
　
な
お
、
小
泉
輝
三
朗
氏
は
「
政
府
は
外
患
罪
と
な
る
と
、
外
交
上
の
ト
ラ
ブ
ル
が
起
り
や
す
い
の
で
、
ひ
そ
か
に
使
い
を
も
つ
て
、
爆
発
物
取
締
罰
則
の
最
重
刑
で
処
断
さ
せ
よ

う
と
し
た
。
し
か
し
大
阪
控
訴
院
長
の
児
島
惟
謙
は
、
使
い
の
来
着
す
る
前
日
（
二
十
年
九
月
二
十
四
日
）
に
外
患
罪
で
い
い
渡
し
を
し
て
し
ま
つ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
前
掲

犯
科
帳
・
一
〇
九
頁
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
私
は
こ
の
「
使
い
」
の
一
件
を
確
め
え
な
い
。

（
6
）
　
明
治
二
十
年
九
月
二
十
七
日
・
大
阪
日
報
は
「
大
阪
控
訴
院
長
の
児
島
惟
謙
氏
は
、
本
月
下
旬
か
遅
く
も
来
月
一
日
比
ま
で
に
同
院
の
斎
藤
書
記
を
随
へ
て
上
京
す
る
筈
な
り

と
の
こ
と
」
と
伝
え
て
い
た
が
、
結
局
、
そ
の
と
き
は
上
京
せ
ず
、
翌
十
月
六
日
に
大
阪
を
出
発
し
て
上
京
（
明
治
二
十
年
十
月
七
日
・
時
事
新
報
）
、
十
九
日
に
離
京
し
た
（
同
月

十
九
目
・
時
事
新
報
）
。
こ
の
上
京
は
全
国
控
訴
院
長
、
検
事
長
の
会
合
の
た
め
で
あ
つ
た
（
同
月
十
日
・
時
事
新
報
）
。
と
す
る
と
、
大
阪
事
件
報
告
の
た
め
だ
け
の
上
京
は
な
か

　
つ
た
も
の
と
い
え
る
。
児
島
が
政
府
の
招
致
を
拒
否
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
判
決
が
早
急
に
行
わ
れ
た
の
で
政
府
も
招
致
を
断
念
し
た
の
か
、
そ
の
辺
の
事
情
は
わ
か
ら
な
い
。



（
7
）
　
東
京
．
大
阪
間
電
話
の
開
通
は
、
明
治
三
十
二
年
で
あ
る
（
「
明
治
文
化
史
・
生
活
編
」
・
昭
和
三
十
年
・
四
六
五
頁
）
．

（
8
）
　
「
梅
崖
先
生
年
譜
」
・
昭
和
六
年
二
一
十
四
枚
表
裏
。

（
9
）
小
久
保
喜
七
「
裁
判
官
の
今
昔
ー
城
南
回
顧
録
（
一
）
1
」
・
我
観
第
五
一
号
・
昭
和
三
年
・
二
六
三
頁
ー
二
六
四
頁
。

（
1
0
）
　
こ
の
志
貴
山
の
一
件
は
、
公
訴
状
に
よ
る
と
強
盗
未
遂
で
あ
つ
た
が
、
判
決
は
、
刑
法
第
三
二
三
条
の
「
檀
二
人
ヲ
監
禁
制
縛
シ
テ
殴
打
拷
責
－
…
其
ノ
他
苛
刻
ノ
所
為
ヲ
施

　
シ
タ
」
と
い
う
制
縛
罪
で
重
禁
鋼
二
年
を
言
渡
し
て
い
る
。
そ
の
点
小
久
保
氏
の
記
億
違
い
で
あ
る
が
、
集
団
兇
器
強
盗
未
遂
の
場
合
は
、
軽
懲
役
（
六
年
－
八
年
）
ま
た
は
重
懲

役
（
九
年
－
十
一
年
）
で
あ
る
か
ら
、
判
決
が
そ
れ
を
非
常
に
軽
く
取
扱
つ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

（
1
1
）
沼
波
・
前
掲
児
島
惟
謙
・
二
五
五
頁
。

四
　
む
　
す
　
び

　
大
津
事
件
に
お
い
て
児
島
惟
謙
の
採
つ
た
態
度
は
、
従
来
、
司
法
権
に
対
す
る
政
府
権
力
の
介
入
を
阻
止
し
た
「
護
法
の
神
」
と
し
て
こ
れ
を

賞
讃
す
る
見
解
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
な
お
、
そ
れ
に
疑
問
を
な
げ
か
け
る
別
の
意
見
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
裁
判
に
際

し
、
大
審
院
長
の
児
島
が
、
担
当
各
裁
判
官
を
説
得
し
、
自
己
の
法
律
解
釈
に
よ
る
判
決
を
要
請
し
た
こ
と
、
及
び
大
審
院
の
判
決
が
、
本
来
の

管
轄
権
を
逸
脱
し
、
特
別
権
限
事
項
外
ー
普
通
謀
殺
未
遂
罪
は
大
審
院
の
特
別
権
限
外
の
事
件
で
あ
る
か
ら
、
普
通
裁
判
所
へ
移
送
す
べ
ぎ
で

は
な
か
つ
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
ー
の
判
決
を
行
つ
た
こ
と
な
ど
に
、
重
大
な
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
司
法
権
の
独
立
」
が
単

に
行
政
権
か
ら
の
独
立
の
み
な
ら
ず
、
司
法
官
各
自
の
独
立
を
も
そ
の
内
容
と
す
る
か
ら
に
は
、
児
島
が
担
当
裁
判
官
を
説
得
し
た
事
実
に
対
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
げ
し
い
批
判
が
寄
せ
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
ま
た
、
当
時
の
裁
判
が
三
審
制
を
採
り
、
被
告
の
立
場
と
裁
判
の
公
正
を
擁
護
し
て
い
る
以

上
、
大
審
院
が
「
大
は
小
を
兼
ね
る
」
の
論
議
か
ら
、
普
通
の
事
件
の
裁
判
を
自
か
ら
行
つ
た
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
正
当
と
の
み
は
い
い
切

　
　
（
2
）

れ
な
い
。

　
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
児
島
の
行
動
は
、
こ
れ
を
相
当
た
か
く
評
価
す
べ
き
も
の
と
、
私
は
考
え
る
。
と
い
う
の
は
、
大
津
事
件

の
発
生
し
た
明
治
二
十
四
年
の
時
点
を
考
え
て
み
る
と
、
明
治
憲
法
並
に
裁
判
所
構
成
法
施
行
後
わ
ず
か
に
二
年
、
当
時
の
政
府
行
政
権
力
は
名

　
　
　
大
阪
事
件
の
裁
判
と
児
島
惟
謙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
　
　
（
一
九
一
）



　
　
　
大
阪
事
件
の
裁
判
と
児
島
惟
謙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
　
　
　
（
一
九
二
）

実
共
に
、
今
日
と
は
比
較
を
絶
す
る
強
大
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
前
に
は
司
法
部
の
存
在
は
宴
に
微
々
た
る
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
う
し
た
時
代
的

制
約
を
前
提
と
し
て
考
察
す
れ
ば
、
強
大
な
政
府
権
力
に
相
対
し
、
そ
の
介
入
を
排
除
し
た
彼
の
勇
気
と
英
断
は
こ
れ
を
み
と
め
る
に
吝
か
で
あ

つ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
彼
の
採
つ
た
措
置
の
中
に
、
今
日
か
ら
み
て
批
判
す
べ
き
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
し

て
ま
た
、
真
の
司
法
権
独
立
の
意
味
を
彼
が
ど
の
程
度
ま
で
理
解
し
て
い
た
か
は
一
応
別
と
し
て
、
と
に
も
か
く
に
も
、
ま
ず
司
法
権
に
対
す
る

政
府
権
力
の
干
渉
を
は
ね
の
け
た
彼
の
行
動
は
、
や
は
り
賞
讃
す
べ
き
も
の
と
い
つ
て
い
い
。

　
だ
か
ら
と
い
つ
て
私
は
、
大
津
事
件
に
よ
つ
て
、
わ
が
国
の
「
司
法
権
の
独
立
」
が
完
全
に
実
現
し
た
と
い
つ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
、

従
来
、
行
政
権
へ
従
属
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
司
法
権
が
、
明
治
憲
法
と
裁
判
所
構
成
法
の
施
行
に
よ
つ
て
制
度
的
に
は
か
な
り
前
進
し
、
一
応

「
独
立
」
へ
の
裏
付
け
を
う
け
た
が
、
こ
の
大
津
事
件
に
よ
つ
て
実
質
的
に
も
漸
く
「
独
立
」
へ
の
第
一
歩
を
ふ
み
だ
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
推
進

老
こ
そ
児
島
惟
謙
で
あ
つ
た
と
考
え
る
だ
け
で
あ
る
。

　
大
津
事
件
に
先
立
つ
こ
と
四
年
、
大
阪
事
件
の
裁
判
に
お
い
て
、
児
島
が
関
係
裁
判
官
と
一
体
と
な
り
、
政
府
権
力
の
介
入
排
除
に
尽
埣
し
た

こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
担
当
裁
判
官
へ
、
児
島
自
身
が
な
ん
ら
か
の
働
き
か
け
を
行
つ
た
形
跡
は
全
く
み
え
な

い
。
否
、
担
当
裁
判
官
の
意
向
に
、
児
島
の
方
が
同
調
し
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
と
す
る
と
、
大
津
事
件
の
場
合
と
は
、
か
な
り
事
情
が
ち
が

い
、
む
し
ろ
大
阪
事
件
に
お
け
る
児
島
の
態
度
の
方
が
、
よ
り
完
全
な
「
司
法
権
の
独
立
」
へ
の
寄
与
で
あ
つ
た
か
の
ご
と
く
み
ら
れ
な
く
も
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
結
果
論
に
す
ぎ
な
い
と
私
は
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
爆
発
物
取
締
罰
則
の
適
用
の
有
無
に
つ
い
て
、
た
ま
た
ま
児
島
と

担
当
裁
判
官
の
意
見
が
一
致
し
た
た
め
、
そ
う
し
た
結
果
を
生
じ
た
に
す
ぎ
ず
、
も
し
も
担
当
裁
判
官
が
そ
の
適
用
を
主
張
し
ー
そ
れ
が
政
府

に
迎
合
す
る
企
図
か
ら
で
あ
つ
た
に
も
せ
よ
、
又
は
自
発
的
解
釈
か
ら
で
あ
つ
た
に
も
せ
よ
1
児
島
の
所
見
と
対
立
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
児

島
は
お
そ
ら
く
担
当
裁
判
官
に
説
得
を
試
み
、
ち
よ
う
ど
大
津
事
件
の
場
合
と
同
じ
状
況
を
現
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
前
に
も
述
べ
た
ご
と
く
、
大
阪
事
件
の
裁
判
に
、
政
府
が
ど
の
よ
う
な
干
渉
を
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
わ
ん
と
し
た
の
か
は
、
具
体
的
に
は



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

全
く
わ
か
ら
な
い
。
沼
波
氏
の
前
掲
著
書
に
よ
る
と
、
大
阪
事
件
に
つ
い
て
、
児
島
は
「
此
事
件
は
大
し
た
も
の
で
は
な
い
」
と
語
つ
て
い
た
と

あ
る
か
ら
．
あ
る
い
は
そ
れ
ほ
ど
強
い
干
渉
を
う
け
な
か
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
爆
発
物
取
締
罰
則
適
用
の
点
に
つ
い
て
も
、
も
し
も
政
府
が
、

そ
れ
を
つ
よ
く
要
望
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
大
阪
重
罪
裁
判
所
の
判
決
に
対
し
、
直
に
検
事
上
告
を
行
わ
せ
た
筈
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
な
く
、

被
告
の
一
部
が
上
告
し
た
後
ち
に
、
検
事
が
同
罰
則
の
適
用
を
主
張
す
る
附
帯
上
告
を
行
つ
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
、
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ

る
。
極
端
な
場
合
を
考
え
る
と
、
政
府
は
特
別
に
干
渉
す
る
企
図
は
な
く
、
児
島
並
に
担
当
裁
判
官
が
、
政
府
の
干
渉
が
あ
る
も
の
と
推
測
し
て

事
を
処
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
仮
に
そ
う
で
あ
つ
た
に
も
せ
よ
、
政
府
が
な
ん
ら
か
の
介
入
を
行
う
こ
と
は
、
過
去
の
事
例
を
通
じ
て
十
分
予

想
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
が
そ
れ
を
防
ぐ
適
切
な
措
置
を
採
つ
た
こ
と
は
、
決
し
て
軽
視
す
べ
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
れ
が
明

治
憲
法
並
に
裁
判
所
構
成
法
の
施
行
以
前
の
出
来
事
で
あ
る
だ
け
に
、
彼
等
の
行
動
は
、
益
々
貴
重
で
あ
つ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
要
す
る
に
、
大
津
事
件
に
あ
ら
わ
れ
た
児
島
の
勇
気
と
英
断
は
す
で
に
い
ち
早
く
、
大
阪
事
件
の
裁
判
に
際
し
て
も
、
そ
の
片
鱗
が
み
ら
れ
る

の
で
あ
り
、
彼
の
採
つ
た
行
動
は
、
司
法
権
独
立
へ
の
一
礎
石
と
し
て
、
こ
れ
を
た
か
く
評
価
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
1
）
　
こ
の
点
を
衝
い
た
見
解
は
、
古
く
は
荒
木
桜
州
「
湖
南
事
件
の
干
渉
」
・
法
律
新
聞
第
二
五
七
三
号
・
大
正
十
五
年
・
二
二
頁
、
倉
富
勇
三
郎
「
裁
判
所
構
成
法
施
行
前
後
の

　
　
回
顧
」
・
法
曹
会
雑
誌
第
一
七
巻
二
号
・
昭
和
十
四
年
・
二
二
頁
な
ど
に
み
ら
れ
る
が
、
最
近
の
も
の
と
し
て
は
、
家
永
三
郎
「
司
法
権
独
立
の
歴
史
的
考
察
」
・
昭
和
四
六
年
版
・

　
　
六
六
頁
以
下
、
森
長
英
三
郎
「
大
津
事
件
」
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
・
昭
和
四
十
六
年
十
月
号
・
一
〇
〇
頁
以
下
等
参
照
。

　
（
2
）
　
こ
の
点
は
、
す
で
に
事
件
直
後
の
輿
論
の
一
部
に
み
ら
れ
る
見
解
で
あ
る
が
（
安
斎
・
前
掲
大
津
事
件
・
七
九
六
頁
以
下
参
照
）
、
最
近
の
も
の
と
し
て
は
、
家
永
・
前
掲
書
・

　
　
七
〇
頁
以
下
、
森
長
・
前
掲
論
文
・
一
〇
一
頁
等
参
照
。
な
お
、
当
時
東
京
控
訴
院
長
で
あ
つ
た
松
岡
康
毅
は
、
大
津
事
件
裁
判
直
後
、
二
十
四
年
五
月
三
十
一
日
の
日
記
に
「
三

　
　
好
検
事
総
長
来
り
、
係
裁
判
官
か
管
轄
違
の
言
渡
を
為
さ
エ
る
廉
を
、
職
務
上
の
義
務
に
違
背
せ
る
も
の
と
し
て
、
懲
戒
裁
判
に
訴
追
す
る
事
を
議
す
。
余
は
反
覆
其
非
を
排
撃
す
。

　
　
総
長
同
意
し
て
帰
る
」
（
「
松
岡
康
毅
先
生
伝
」
・
昭
和
九
年
・
六
七
頁
）
と
記
し
て
い
る
が
．
こ
の
一
件
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
（
3
）
沼
波
・
前
掲
児
島
惟
謙
・
二
五
〇
頁
。

　
後
　
記

　
　
大
阪
事
件
の
裁
判
と
児
島
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
私
は
す
で
に
拙
稿
「
自
由
党
大
阪
事
件
と
児
島
惟
謙
」
（
歴
史
と
生
活
第
五
巻
五
号
・
昭
和
十
七
年
・
二
一
頁
以
下
）
お
よ
び
「
日

　
本
の
名
裁
判
官
そ
の
一
・
児
島
惟
謙
」
（
法
学
セ
ミ
ナ
i
・
昭
和
三
十
四
年
一
月
号
・
四
三
頁
以
下
）
に
お
い
て
、
一
応
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
本
稿
は
さ
ら
に
こ
の
問
題
を
詳
論

　
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
大
阪
事
件
の
裁
判
と
児
島
惟
謙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
　
（
一
九
三
）


